
令和８年度



●補助内容

対
象
住
宅

●補助対象者

●耐震診断を行う者の要件（耐震診断技術者）

　次のいずれかに該当する者とする。

●耐震診断の方法

●耐震診断補助の必要書類

補助金
請求時

完了報告時

着手時

補助金交付
申請時

●補助金請求書（様式第14号）
●口座振込依頼書
●（代理受領の場合）代理受領に係る委任状（様式第15号）

●完了報告書（様式第９号）
●耐震診断結果報告書
●耐震診断費用支払いの領収書の写し

●着手届（様式第５号）

●補助金交付申請書（様式第１号）
●市が納税状況を確認することについての同意書（様式第２号）
●対象物件の築年次・構造などがわかる書類
　（例：建築確認済証、固定資産税納税通知書、建築計画概要書、登記事項証明書）
●耐震診断費用の見積書の写し
●耐震診断技術者であることの証明書の写し

　□一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造耐震診断資格者講習」又は「木造
　　住宅の耐震改修技術者講習会」を受講した建築士

　□公益社団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」を
　　平成２４年度以降に受講した建築士

一般財団法人日本建築防災協会「２０２５年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基
づく「一般診断法」又は「精密診断法」に限る。ただし、令和９年３月３１日までに限
り、「２０１２年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく「一般診断法」又は
「精密診断法」による方法でも認める。

　□市内に対象住宅をお持ちの方
　□市税を滞納していない方

池田市既存民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修補助制度

補
助
額

　※補助金のうち１,０００円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。

●昭和５６年５月３１日以前の木造住宅
（戸建ての住宅、長屋または兼用住宅）

上限 ５万円/戸

●１㎡あたり１,１００円

耐震診断
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●手続きの流れ

※特定建築物とは耐震改

耐震診断の相談

補助金請求書 提出

補助金交付確定通知 受取

耐震診断の実施

補助金交付決定通知

発行
補助金交付決定通知 受取

補助金交付申請書 提出 受理・審査

池田市申請者

・補助要件に適合しているかどうか御相談下さい。

・「補助金交付申請時の必要書類」を提出して下
さい。

・耐震診断終了後、耐震診断技術者から
「耐震診断結果報告書」を受取るとともに、

耐震診断費用をお支払い下さい。

・「補助金請求時の必要書類」を提出して下さい。

受理・審査

補助金の振込

補助金交付確定通知

発行

着手届 受理

受理

完了報告書 提出

・「完了報告時の必要書類」を提出して下さい。

着手届 提出
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●補助内容

対
象
住
宅

●補助対象者

●耐震設計を行う者の要件（耐震改修技術者）
　次のいずれかに該当する者とします。

●耐震設計の方法

●耐震設計補助の必要書類

補助金交付
申請時

着手時

完了報告時

補助金
請求時

●補助金請求書（様式第14号）
●口座振込依頼書
●（代理受領の場合）代理受領に係る委任状（様式第15号）

●完了報告書（様式第９号）
●耐震改修工事計画書
　（位置図、平面図、補強計画図、補強後の評点を示す図書）
●耐震改修工事見積書（耐震に係る金額を明確にして下さい）
●耐震設計費用支払いの請求書（明細のわかるもの）の写し
●耐震設計費用支払いの領収書の写し

●着手届（様式第5号）

●補助金交付申請書（様式第１号）
●市が納税状況を確認することについての同意書（様式第２号）
●対象物件の築年次・構造などがわかる書類
　（例：建築確認済証、固定資産税納税通知書、建築計画概要書、登記事項証明書）
●対象物件の耐震診断結果報告書
●対象物件の写真
●耐震設計費用の見積書の写し
●耐震改修技術者であることの証明書の写し
●申請者の所得がわかる書類
　（例：住民税決定通知書、市・府民税課税証明書など）

　□市内に対象住宅をお持ちの方
　□市税を滞納していない方
　□年間所得が１,２００万円以下の方

　□一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造住宅の耐震改修技術者講習会」を
　　受講した建築士
　□公益社団法人大阪府建築士会が主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」を
　　平成２４年度以降に受講した建築士

一般財団法人日本建築防災協会「２０２５年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基
づく「一般診断法」又は「精密診断法」に限る。ただし、令和９年３月３１日までに限
り、「２０１２年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく「一般診断法」又は
「精密診断法」による方法でも認める。

池田市既存民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修補助制度

耐震設計

補
助
額

　※ 耐震設計と耐震改修の両方の補助を受ける場合は、同年度同時申請が必要です。
　※ 補助金のうち１,０００円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。

●昭和５６年５月３１日以前の２階建て以下の適法な木造住宅
（戸建ての住宅、長屋または兼用住宅）

●耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満の木造住宅をｆ
　１．０以上まで高めるための耐震設計を行うものふぇふぇｆ

　　　　　　　　　　上限 １０万円
　　　　　　　　　　●１戸当たり（長屋にあっては１棟当たり）
　　　　　　　　　　●費用の７/１０以内
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●手続きの流れ

※特定建築物とは耐震改

耐震設計の相談

補助金請求書 提出

補助金交付確定通知 受取

耐震設計の実施

補助金交付決定通知

発行
補助金交付決定通知 受取

補助金交付申請書 提出 受理・審査

池田市申請者

・補助要件に適合しているかどうか御相談下さい。

・「補助金請求時の必要書類」を提出して下さい。

受理・審査

補助金の振込

補助金交付確定通知

発行

着手届 受理

受理

完了報告書 提出

・「完了報告時の必要書類」を提出して下さい。

着手届 提出

・耐震設計終了後、耐震改修技術者から
「耐震改修工事計画書および工事見積書」を受取
るとともに、耐震設計費用をお支払い下さい。

・「補助金交付申請時の必要書類」を提出して下
さい。
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●補助内容

対
象
住
宅

●補助対象者

●耐震改修を行う者の要件（耐震改修技術者）

　次のいずれかに該当する者とします。

●耐震改修補助の必要書類

池田市既存民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修補助制度

耐震改修

●着手届（様式第５号）

●昭和５６年５月３１日以前の２階建て以下の適法な木造住宅
（戸建ての住宅、長屋または兼用住宅）

●耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満の木造住宅をｆ
　１．０以上まで高めるための耐震改修を行うものふぇふぇｆ

補助金
請求時

●補助金請求書（様式第１４号）
●口座振込依頼書
●（代理受領の場合）代理受領に係る委任状（様式第15号）

補
助
額

　※ 耐震設計と耐震改修の両方の補助を受ける場合は、同年度同時申請が必要です。
　※ 補助金のうち１,０００円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。

　　　　　　　　　　上限 ５０万円
　　　　　　　　　　●１戸当たり（長屋にあっては１棟当たり）
　　　　　　　　　　●費用の１/２以内

●補助金交付申請書（様式第１号）
●市が納税状況を確認することについての同意書（様式第２号）
●対象物件の築年次・構造などがわかる書類
　（例：建築確認済証、固定資産税納税通知書、建築計画概要書、登記事項証明書）

●申請者の所得がわかる書類
　（例：住民税決定通知書、市・府民税課税証明書など）

●現況建物の耐震診断結果報告書
●耐震改修工事計画書
　（位置図、平面図、補強計画図、補強後の評点を示す図書）

●耐震改修工事見積書（耐震に係る金額を明確にして下さい）
●対象物件の写真
●耐震改修技術者であることの証明書の写し

補助金交付
申請時

着手時

中間検査
申請時

●完了検査申請書（様式第１2号）
●耐震改修工事写真
　（各部位ごとに工事が適切に施工されたことがわかるもの）
●耐震改修工事費用支払いの請求書と領収書の写し

完了検査
申請時

　□市内に対象住宅をお持ちの方
　□市税を滞納していない方
　□年間所得が１,２００万円以下の方

　□一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造住宅の耐震改修技術者講習会」を
　　受講した建築士
　□公益社団法人大阪府建築士会が主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」を
　　平成２４年度以降に受講した建築士

●中間検査申請書（様式第１1号）
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●手続きの流れ

特定建築物

耐震改修の相談

受理・審査

池田市申請者

・補助要件に適合しているかどうか御相談下さい。

・「補助金交付申請時の必要書類」を提出して下
さい。

・「補助金請求時の必要書類」を提出して下さい。

補助金の振込

着手届 受理

受理

耐震改修工事の実施

・耐震改修工事完了後、工事施工者に耐震改修工事
費用をお支払い下さい。

・耐震改修工事完了後に完了検査を行います。
「完了検査申請時の必要書類」を提出して下さい。

完了検査申請書 提出

中間検査申請書 提出 受理・中間検査

受理・完了検査

・耐震補強箇所が目視できる時期に中間検査を行
います。「中間検査申請時の必要書類」を提出
して下さい。

補助金請求書 提出

補助金交付確定通知 受取

補助金交付決定通知

発行
補助金交付決定通知 受取

補助金交付申請書 提出

補助金交付確定通知

発行

着手届 提出
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知っていますか？

耐震診断
５万円

昭和56年5月以前に建設され

た多くの木造住宅が倒壊してい

ます！

亡くなった方のうち８８％が

家屋等の倒壊が原因でした！

実際に住宅を調査して、大規模地震に対する建物の

安全性を「上部構造評点」という数値で評価するこ

とです。他に「地盤・基礎」の注意すべき点につい

ても調査します。

耐震設計
１０万円

（費用の70％補助）

耐震診断の結果、住宅の耐震性が不十分な場合、耐

震性を高める計画を作ることです。

具体的な耐震補強工事費もわかりますので、専門家

の説明を受けて相談しながら行いましょう。

耐震改修
5０万円

（費用の50％補助）

耐震設計に基づき、住宅の耐震補強工事を行うこと

です。

専門家と相談しながら補強内容を確認し、相談しな

がら行いましょう。

補助金での支援

家屋の倒壊

などによる

窒息・圧死

88%

焼死・熱傷

10%

その他

2%

阪神淡路大震災での死亡原因
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診断費用
の目安

5万円

設計費用
の目安

１５万円

改修費用
の目安

１００万円

～３００万円

阪神淡路大震災では、

昭和４０年前後に建て

られた家は４割が倒壊

昭和５６年以降に建て

られた家の倒壊は１割

昭和３０年前後に建て

られた家は６割が倒壊
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（お問い合せ先）

池田市 都市整備部 審査指導課

TEL:０７２－７５４－６３３９


